
陳情３０－４（写） 

 

台東区における住宅宿泊事業を適正に実施するための 

一定のルールに関することについての陳情 

 

陳情の趣旨  

台東区において、住宅宿泊事業の営業を過度に制限する諸規則ならびにこれに伴う行政措置を講

じないよう、求めます。 

家主不在型の管理者常駐型以外の実施において、以下のような規制を条例で制定することのない

よう強く要望致します。 

１．区 域 全域 

２．期 間 月曜日の正午から土曜日の正午 

      ただし、祝日の正午から翌日の正午、年末年始（12/30正午～１/４正午）は除く。 

 

理 由 

 急増する訪日外国人客を取り込み、地域の発展につなげていくことに知恵を向けるべきであり、

住宅宿泊事業法（以下「法」という。）の施行当初から、過度の規制によってその出発点を絞り込む

ことは、将来に向けての利益損失を招く結果となりかねません。かかる責任は重大なものと思料し

ます。 

 本年６月から施行される法によれば、法の一定の要件を満たした者であれば、「住宅」を宿泊施設

の用に供して、地域を問わず、住宅宿泊事業（以下「民泊」という。）を年180日間営業できるもの

とされています。 

 従いまして、条例とはいえ、民泊を営業できる区域や期間に大幅かつ過剰な制限を設けることは、

そもそも法の趣旨から逸脱していることに加え、憲法も保障する営業の自由を著しく侵害する恐れ

があること、そして、これら過剰な規制によりむしろ「ヤミ民泊」を助長しかねないことから、厳

に避けられるべきであります。 

 現在、台東区において検討されている「住宅宿泊事業を適正に実施するための一定のルール」に

ついても、この陳情の趣旨を十分に踏まえ、民泊の営業を過度に制限するような定めを設けないよ

う、要望します。 
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